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《論文》

広域合併・二段階制化の現状と単協の課題
－西日本を中心に－

｜農業と農協を巡る環境変化

本稿では、1991年の総合審議会の答申以来検討

され、98年から実施されてきた二段階制への移行

の現状を西日本の事例をもとに述べ、二段階制下

での広域化した単協の課題を探ることを目的とし

ている。本題にはいるに先立って、これからの農

協の組織、事業、経営に関わる大きな環境変化に

ついて、農協のスチークホルダーが認識しておく

べき状況について前置きとして述べておきたい。

日本の経済はこれまでのような右肩上がりの経

済成長が期待できる状況にはない。膨大な国債に

依存する国家財政によって支えられてきた日本経

岩元泉＊

済が、多少の行政改革によって好転することは当

面はない!}。従って農村経済、農家経済の困難も

続くとみなければならない。図lはここ10年のJ

A事業総利益のうごきを示しているが、農協合併

が進んだにもかかわらず、事業総利益は伸びては

いないのは、農協合併自体の問題であると同時

に、農業セクター自身の収益力が低下しているか

らに他ならない。また表lは農協合併によっても

農協の事業収益は好転していないことを示してい

るが、それでも総事業利益が90年から95年にかけ

てわずか2％ではあるが、増大していたのに対し

て、95-97年には6.6％も減少し、l組合あたりの

事業総利益も伸び率が低下している。

金融ビッグバンによる再編、中国のWTO加盟

図1JA事業総利益の推移
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表1事業総利益のうごき

集計組合数
組合員戸数
正組合員戸数

准組合員戸数
職員数

総事業利益(億円）

1集計組合数あたり事業総利益(千円）
1組合員戸数あたり事業総利益(千円）
1職員あたり事業総利益(千円）

01995伸ひ卒(9095
3591245712140％

745639177081337306

488831472852427％467743411

7507144％307916934％

2974599763201％28448344％

241312464521365

67199235449M1090787

324320

8112

資料：農林水産省「総合農協統計表」

注：小松泰信「営農．生活．地域振興を中心に」「月刊JA』、1998.5の表に追加。

による農産物輸入ラッシュなど、国際化の波は農

村経済の奥深く、人々の懐に入り込み、輸入食料

は胄袋を満たしていく。市場経済化とは資本が人

の々生活の奥まで貫通(penetrate)する事をさす

が、第22回農協大会議案p、48に掲載されている

家計の資産構成も意味深長である。金融ビッグバ

ンは日本の家計資産の5割以上を構成する現金・

預金を資本化することになり、これまで市場経済

が及ばない範囲だとされてきた家計内部にも市場

原理が及んでくる。協同組合セクターはこれにど

う対応するのかが問われているのである。

これからの地域をどう見るか、大きな論理の岐

路に立っている。地域において人口や若年就農

者・就業者を増やすことはほとんど夢物語になっ

た。高齢化や少子化を前提とした農村構造になり

つつある。地域農業振興計画を立案するに際して

も、高齢化や少子化がもたらす農村構造の変化を

取り込む必要が出てきた。農村も農業生産や農家

だけを視野に入れたのでは展望は出てこない事態

になっていると認識すべきである2'○

その一方で、「地方分権化｣の流れもみておくべ

きであろう。地域においても経営体においても

｢自己責任｣が問われる環境になった。しかし、こ

れはかつての自力更正運動の再生でもある。地方

分権が規制緩和や行政改革の一環であるという側

面を持つと同時に経済不況期に常に登場してきた

地域還り現象の一つでもある。国、あるいは地方

自治体が本来果たすべき様々な役割が協同組合セ

クターに押しつけられる可能性がある。逆に言う

と、地域の力（地域力）が試される時代になった

ともいえる。

さらに、環境問題は農協の事業にとっても大き

なインパクトファクターになるであろう。直接に

は畜産環境問題の形で、農協の肥育センターや直

営農場などで問題になっているが、広く地域農業

を考えても環境調和型農業にどのように取り組ん

でいくかは大きな課題である。農協が地域社会の

守り手として機能するためには、環境問題への取

り組みは欠かせない。

組合員組織に関しては、農政が「農業経営体」

育成政策を徹底するほど、先端的な農業経営体と

兼業農家を中心とする多様な農業者との乖離は広

がり、農協の組織活動も両極対応を迫られてくる

だろう。「一国二制度｣というような事業方式も組

合員の異質化を背景にしていることはいうまでも

ない3'。また、準組合員の増加は農家の農業離脱

の側面と混住化の側面から来ているが、準組合員

の経営参画を含めて、地域社会の混住化に対応し

ていかなければならない。農協事業の対象、ある

いは組合員資格を巡って地域組合化の議論が起こ

ってくるのも当然である。事業範囲問題が必然的

に発生する。

行政レベルの地方分権がどのようにどの程度進

むかによって、広域化した農協と行政単位との乖

離度合いが決まる。そのことが農協と行政との連

携を困難にする。全国の農協数と市町村数は平成

5年前後に全国の農協数が市町村数を下回った○

一つの市町村に多数の農協が存在する時代、ほぼ

一市町村に一農協が存在する時代を経て、一つの

農協内に多数の市町村が存在する時代に変化し

た。当然農協と市町村の関係も変化せざるを得な

い。農業委員会制度との整合性を図ることも必要
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となってくる。

|｜広域合併・二段階制化の現状

さて、本題にはいる。我々は主として九州地域

の農協を対象に広域合併によるファームサービス

の効果と事業効率について研究を進めてきたが、

ここでは二段階制に進んだ農協の事例を取り上げ

て、今後の農協組織の進んでいく方向とそこから

生じる課題について検討してみたい。

1二段階制化の現状

1991年の総合審議会による二段階制の答申以

来検討が進んできた二段階制への移行は1998年

10月に、宮城、烏取、島根の3県連が、2000年4

月に東京、山口、徳島の3県連が全農と統合する

という形態で、また、1999年4月に奈良県、2000

年4月に香川県がl県lJAに移行するという形

態で進んだ。

現状はまだ過渡期であり、再編の途中ではある

が以下、l県lJAを実現した奈良県と香川県、

全農との統合を果たした烏取県の3つの県の事例

を検討する。

2合併の経緯

(1)JAならけん

奈良県における県単-JA合併は1997年1月

と2月の広域農協合併推進協議会で「奈良県単一

JA合併基本構想｣が策定され、同年11月の奈良

県JA大会で「奈良県単-JA構想」が決議され

て決まった。そして1998年4月1日に奈良県下43

農協が合併し、奈良県単-JAが発足した。全国

初のケースである。さらに同年10月には信連と経

済連の包括継承を行い、二段階制を実現した。96

年の農協法改正で認められた経営管理委員会制度

を採用している。当初事業本部制をとったが、現

在は担当常務制に組織変更をしている。また県内

を10地区に分け、地区センターを設置したが、こ

れもこの10月に廃止する。このように、合併後の

組織整備が矢継ぎ早に行われている。

県単一農協構想を持っていた佐賀県、香川県に

先立って奈良県が県単-JAを実現したことにつ

いては高田理氏が｢①奈良県の面積が小さく、県

北部に組合員が集中していること、②米中心の零

細兼業農家が大半であること、③信用、共済事業

を中心とした経営になっていたこと、④群を抜い

た優秀な単協が存在しなかったこと、および⑤不

良債権の処理が合併に拍車をかけたこと」4’を

あげている。これに早くから共通役員制をとって

いたことなど主体的な条件もあげることができ

る。

(2)JA香川県

香川県では1961年（昭和36年）の農協合併助成

法ができたときから、合併案の中に県一本という

構想があったが、当時は一挙には困難だというこ

とで話は終わっていた。1965年から1969年に第1

次合併が行われ、183農協が27の合併農協と、20

の未合併農協になった。当時も単協・県連は互い

に機能補完しており、合わせて一人前だという考

え方があったという。1973年に単協の基本構想が

でき、そのときにも1976年には単一農協を実現し

ようという構想があったが、オイルショックで棚

上げされた。今回の合併は1991年（平成3年）に

会長の諮問機関である農協強化審議会に単一化が

諮られ、1992年（平成4年)12月に答申が出され

て、2000年までの県単-JA実現が望ましいとさ

れた。それを受けて1993年2月に香川県農協単一

構想を組織上決定した。

香川県では高松市東部農協の金融不祥事問題が

1991年に発生し、その解決を見ないと合併も進め

られない事情があったが、l996年にノンバンクと

の決着がつき、1997年10月に高松市中央農協への

事業讓渡で最終的には解決した。このことによっ

て、1997年度からの三か年計画を策定して、合併

調査研究協議会を作った。1998年（平成lO年）に

は合併推進協議会に格上げし、これに参加するか

どうかを各JAの理事会で決定するということで

県単-JAへの意思を聞いていった。この時には

単協の数は45になっていたが、そのうち香川豊南

と高松市の2JAが不参加で、43のJAが1999年

9月の合併予備契約に調印をし、2000年4月1日

にJA香川県が発足した。

現在2JAが未合併のため、県連の整理が難し

くなっており、事業については香川県農協に業務

委託をしているが、中央会には7名、信連は60名

が残り、経済連は全員が香川県農協に移籍をした
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が、6名が香川県農協から経済連に逆出向してい

る。従ってl県lJAという組織整備方針ではあ

るが、未完成状況にある。

（3）全農烏取県本部

烏取県ではJA合併構想はかなり早くからあ

り、1987年7月に「広域合併研究会」ができてい

る。1988年には鳥取県農協大会で広域合併構想の

策定・実践を決議し、広域合併推進協議会を設置

した。1988年には広域合併推進本部が設置され、

1990年2月には「鳥取県農協広域合併基本構想」

が答申されている。これに基づき県下3農協体制

が望ましいとして単協段階に「合併研究会jが作

られ、順次「合併推進協議会」に切り替えていっ

た。

具体的には1994年（平成6年)8月にJA鳥取

西部が発足し、ついで1996年にはJA鳥取いな

ぱ、1998年にはJA鳥取中央が発足して、合併構

想は実現された。ただ、県中央に位置するJA東

伯町だけは未合併農協として残った。従って現在

鳥取県は4農協になっている。鳥取県における』

Aは表2に示すとおりである。組合員数2万人か

ら3万人という大規模合併農協の併存状況にあ

る。

県連合会レベルの組織整備は、1992年(平成4

年）に経済連と果実連が合併してJA県農とっと

りとなり、1993年からは共通役員制を導入した。

同年「統合連合・組織整備研究会」を設置し、組

織整備の実行方策を検討したが、県で決めた方針

と全国の方針とのすりあわせに苦労したという。

しかし、1994年には｢人的支援要領｣が設定され、

出向、転籍、受入研修の方針が決定された。また、

1994年から1996年にかけては信用事業、経済事業

における全国連直接利用のルールが設定され、全

農への合併の準備が着々と進められていった。そ

して1999年4月1日全農との合併により、全農鳥

取県本部が発足した。

事業方式（事業をと守こがになうかという問題）

の変更はあったが、新たな事業方式の基本的な考

え方は以下のように整理されている。「①3JA

構想実現を前提に、県域が果たしている補完機能

表2鳥取県 JAの概況

A鳥取・・.．Aとうは：0邦JA：、ナ！ 県下合計

設立登記年月日

参力町A数

組合員 31,077

19,032

11,775

27,480

18,514

13,870

4,644

15,506

2,730

1,790

940

1,989

27,175

18,880

8,295

24,426

79,496

53,572

25,654

69,401

197

168

27

141

30

3

26

3,296

17

3,055

184

40

95

18

正組合員

准組合員

組合員戸数

役員 ０
３
６
７
７
１
６

５
４
３

９
１
４
７
９
１
７

４
４
１
２

７
２
３
９
５
０
５

２
２
１

１
２
４
８
９
１
８

７
６
５

理事

常勤

非常勤

監事

常勤

非常勤

職員 1，075

14

962

84

15

79

5

759

0

721

28

10

594

1

572

17

4

12

868

2

800

55

11

4

13

参事

一般職員

営農指導員

生活指導員

うち出向職員

うち受入出向職員

基幹支所

支所･支店数

販売品取扱高

購買品供給高

貯金残高

長期共済契約補償額

11，072，152

35,829,953

171,493,212

138,679,629

14，737，101

19，911,794

171,462,013

119,010,166

59，016，531

82,127,582

483,746,592

367,234,510

資料:JA全農とっとり、鳥取県農協中央会
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のうち合併JAに移管することにより機能強化・

効率化が図られるものは基本的にJAに移管す

る。②県域に一元化することによりメリットを確

保している事業、県としてのとりまとめ及び調整

機能が必要な事業・機能は、県本部ないしは会社

に移管し県域機能を担う。」5）そして支所機能を

本所に集中しながら、3JA合併に伴って県連の

3支所は廃止していった。また、合併したJAか

ら全国連の直接利用を進めていくこととし、その

間経過措置を講じることとした。

実際には現時点で、旧県連の機能と全農支所と

しての機能が混ざった状態であるが、各JAが力

を付け、全農組織が整備されてくれば、全農鳥取

県本部は全農支所としての機能に純化するという

ことになる。

3二段階制の比較検討

それぞれの二段階制の現状について、組織、事

業、運営体制などの項目で比較検討する。

(l)JAならけん

JAならけんが採用した経営管理委員会制度は

合併によって巨大化するJA組織を運営するた

め、企業経営における所有と経営の分離になぞら

えて組合員代表である経営管理委員会と経営者で

ある学経理事を中心とする理事会を分離し、組合

運営の執行体制を整えたものである。この経営管

理委員会制度には、経営管理委員会が理事の任命

権は持っているが罷免権を持っていないというこ

とで組合員民主主義が徹底していないという批判

や、経営管理委員資格が正組合員に限定されてい

ることによる幅の狭さという批判などがあり、協

同組合のコーポレート・ガバナンスを巡る一つの

焦点になっている。

JAならけんの場合には、設立後1年で定款変

更を行い、経営管理委員会と理事会の定数を変え

ている。当初は17名いた経営管理委員を9名に

し、13名であった理事を17名に増やしている。ま

た監事も当初のll名から7名に削減した。経営管

理委員数を減らした代替措置として組織整備審議

委員会と専門委員会が経営管理委員会長の下に設

置された。專門委員会は農業問題と農協運営問題

の2つの専門委員会で50名ほどの委員が任命さ

れ、最近立ち上がった。農業問題の専門委員会は

組合員の専業農家20名ほどで組織され、農協運営

の専門委員会は女性部代表、消費者代表、行政、

生産者など幅広い人材で組織されている。

もう一つの大きな組織変更点は、事業本部制を

やめて担当常務制にしたことである。合併直後は

激変をさけるために事業本部制にしたが、実質的

には県連が残ることになった。職員の意識の上で

も県連が残るので垣根をとる意味合いもあって事

業本部制を廃止した。その際、企画調整機能を充

実し、事業ごとの収支、損益の把握を行うように

した。また、営農生活指導部をつくり、営農指導

面を強化する措置をとった。営農指導員288名、生

活指導員61名の中に営農専任者を105名任命し、

各支店に配属している。この專任者には奈良県農

業大学校の協力を得て、集中研修を行う体制をと

っている。

当初の合併構想にあった県内10地区に地区セ

ンターを置き、地区センターの下に支店を置くと

いう構想でスタートしたが、それでは県内が3段

階制になってしまうという問題が出たため、地区

センターはこの10月で廃止する。そして160余り

ある支店の運営体制を強化するために、支店ごと

に運営委員会を組織し、生産者の意見を運営に反

映させることになっている。

合併による組合員へのメリットが直接に顕著に

出ているわけではない。合併当初、稲の育苗の利

用料金をそれまでの単協の一番低いところに合わ

せたので、l箱100円以上下がったところが多

く、反響があったが、手数料の統一はこれまでの

地域的な実状に差があり、なかなか難しい．JA

奈良県全体としてみると合併によって、それまで

68人の役員、900人の非常勤役員がいたのを単一

化によって一遍に首を切ったわけだから役員報酬

が9億円代から3億円くらいに減った。現在の理

事は元々は連合会職員が多いので、役員報酬の節

約はもっと多いという◎

(2)JA香川県

JA香川県は理事62名．監事8名の理事会制を

取り、機構は事業本部制をとっている。

事業本部は、総務本部、営農振興本部、生活事

業本部、信用事業本部、共済事業本部ということ

で旧県連の体制を引き継いでいる。理事はほとん

どが旧農協の組合長あるいは専務である。香川県
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表3要員再配置結果全体で役員は合併前940名ほどいたのが、60名に

なったことになる。大半は退任したということに

なるが、旧農協の専務、常務は1年間に限って参

与の形でとどまっている。この参与を含めて役員

体制をどうするかは今後の課題だという。

職員の異動は中央会に出向職員含めて42～43

名いたが、現在7名で監査を中心に行っており、

営農指導、生活指導はそれぞれJA香川県に移管

している。経済連は240名くらいいたが、40名は

関連会社に出向していたので実質200名くらいが

全員JA香川県に移籍した。青果連にも36名ほど

いたが、全員JA香川県に移籍した。信連の'㈹名

余りの職員のうち、60名はJA香川県に移籍し

た。人事についてはできるだけ緩やかに移行する

ということにしており、4月1日に在籍の職員を

丸抱えで採用した。本店の電算開発関係が遅れて

いるので、支部から本店に職員が来ているが、本

店から支店に行った例はほとんどない。また支店

間の異動は合併当初はやらないことになってい

る。また、給与について統一したのは手当関係だ

けである。下部組織は合併前の46農協を28の支部

に集約し、その下に198の支店がある◎

部会の統合については手つかずで、畜産振興セ

ンターが一つ集約化ができたところである。手数

料関係については43の農協が43通りの精算の仕

方をやってきており、電算システムも統一されて

いないので、相当困難が見込まれる。

JA香川県の場合には、合併による激変をさけ

る措置が種々とられており、合併による組織整

備、施設統合、部会統合、支所統合などはほとん

ど今後の課題となっている。

（3）全農鳥取県本部

全農鳥取県本部には現在321名(2000年2月）

の職員がおり、県本部長の下、生活部、生産資材

部、園芸畜産部、米穀部、管理部という体制にな

っている。県本部長一副本部長一各部というライ

ンと県本部長の下に旧理事会に相当する10名の

委員からなる県本部運営委員会があって運営が行

われている。組織再編に伴う職員の再配置は表3

に示すとおりである。つまり626名の県連職員の

うち、県本部に残ったのが321名、JAに移籍した

ものが93名、協同会社に移籍したものが93名、退

職が19名あったということである。県本部には計

辨
一
狸
一
ｍ
｜
弱
一
廻
一
卵
一
師
－
６
’
四
一
郡

資料

注

JA全農とっとり

要因再配置の際、月額賃金の総額保証。ただし賞

与は転籍先基準、退職金はJA転籍は基本的に引

き継ぎ、会社転籍は個人支払い（割増)｡

画より51名多く残った。しかし一方で、93名が単

協に移籍していることも見逃せない。

事業の再編については、前述した基本方針に乗

っ取って単協の合併の進行に合わせて機能移管さ

れたり、全農鳥取県本部が発足してから再編され

たりしたものがあるが、かなり複雑であり、錯綜

している。

県下41農協が3広域合併JA、l未合併JAに

再編され、その体制がまだ整わないこともある。

しかも3広域合併JAは鳥取市を中心にした都市

型的色彩の強いJA鳥取いなば、烏取県の農業の

中心地にあるJA烏取中央、白ネギを中心として

産地形成と行われているJA鳥取西部と性格の異

なった単協があるということ。また全農の支所と

はなったが、もともと全農を全利用しているわけ

ではなく、商系の利用もある中での統合であると

いうことで事業の整理が複雑になっている。

4県連機能・連合会・全農

二段階制は全国連一単協という関係に移行する

のであるから、これによって県連機能がどのよう

になったかということが一つの焦点である。県連

機能とは何かという問題はしばらくおいて、形の

上でどうなったかを整理すると、烏取県の場合に

は、事業面で旧県連から単協に機能移管した事業

がある一方で全農鳥取県本部にも物流機能を主と

する事業が残っている。したがって鳥取の場合に

は、県連機能の一部が全農烏取県本部に残ること

になる。これには物流機能だけでなく、ブランド

化や代金決済など野菜、果実にかかる販売機能が
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含まれ、全農支所としての機能が強まっても、鳥

取県本部としての独自機能は残るのではないかと

みられる。そうなると果たして原理的に二段階制

に移行したことになるのかどうか？また県連機

能の大きな部分が単協に移管された。単協は、販

売、購買、営農指導、信用など従来県連が果たし

ていた機能を担う体制を作って行かなくてはなら

ない。

JAならけんの場合には、合併農協が信連と経

済連を包括継承しているので、県連機能はJAな

らけんという単協の中に吸収されている。ただ

し、共済連と中央会は別組織として存立している

が、中央会もプロパーの職員は監査士2名のみで

あり、30名いた職員は合併の際に、2名を除いて

JAならけんに転籍をし、その上で7名が出向す

るということになっている。JAならけんの場合

に、県連機能を単協が吸収したという表現が可能

であるのは、JA香川県の事例と対比すると分か

りやすい。JA香川県もl県lJA構想を実現し

たことになっているが、2農協が未合併である。

したがって、経済連は職員ごと事業移管をした

が、経済連という組織は残って職員も逆出向して

いる。信連も60名ほどの体制で残っている。つま

り、県連事業をまだ包括継承していない。この残

った県連機能は今後全農と合併することはないは

ずなので、実質的な二段階制を実現していること

になる。

このようにしてみると、県連機能のうち、中央

会の機能が著しく弱体化したという印象が否めな

い。鳥取県の場合には、JA鳥取県中央会は長い

間新規職員を採用せず、約60名の体制で残ってい

るが、そのうち20名はコンピューター関連であ

り、やがては監査、農政、経営指導、広報機能を

20名で担当する計画になっており、営農指導なとﾞ

は削減されていくという。奈良県ではすでに中央

会は9名体制になっており、香川県でも6名にな

っている。奈良県中央会は監査部、資格認証にか

かる教育部、農政連、経営管理部、営農推進部の

5部で構成され、県庁などからの出向も含めて維

持されている。農協は運動体としての側面と事業

体としての側面を持つといわれていたものだが、

運動体としての側面を担っていた中央会の機能は

消滅しようとしている。

二段階制を実現していくうえで、もう一つの問

題は全農の果たす機能はどのようなものになるの

かという点である。本論文では立ち入れないが、

二段階制に移行していく過程で、全農との合併の

道を選ぶ県が多いのであるが、二段階制を実現

し、全農が全農本部と各県ごとの支所という体制

になったとき、これまでの連合体的性格、あるい

は商社機能、さらに対外的代表機能などはどのよ

うになっていくのか。単協の連合体としての性格

を持ったまま、商社的機能を強めていくという中

途半端な離れ業が今後もできるのかどうか。理論

的な検討が必要な部分であろう。

llIこれからの単協の機能・課題

系統二段階制への移行が進むであろうとして、

その広域合併した農協が県連が持っていた機能を

取り込みながら、地域社会および地域農業に果た

す役割、機能と課題は何であろうか？l県lJ

A体制になったところと、全農支所の下にいくつ

かの広域合併した単協があるという状況との比較

を念頭に検討してみたい。

1単協の課題

JAならけんとJA香川県はそれ自体が単協で

あるから、旧単協が県単-JAのもとで支所ある

いは支店としてどのように機能するかは問題であ

るが、今回は調査していないので考察の対象から

外すとして、鳥取県の場合には全農とっとり県本

部の下で4単協が存立しているので、県連がなく

なったことによってどのように変わったか。JA

鳥取西部の事例を下に検討したい。

JA烏取西部は1994年8月1日に米子市、境港

市を含む2市2郡16農協が広域合併してできた

(1996年4月1日に残るl農協が合併)｡1996年度

に地域農業振興計画を策定し、1996年には1997年

度から2002年度を目標年次とする『中長期経営計

画』を策定し、その二つの計画に基づき、事業・

組織の再編を行っている。本JAは同様規模の広

域合併農協より事業規模が大きく、特に販売事

業、購買事業の比重が高いことが特徴である6'･

中長期経営計画の基本目標は①地域農業の振興

と特産ブランドづくり、②魅力ある農村・豊かな
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村づくり、③期待と信頼に応えるJAづくり（ニ

ーズに応える活力ある事業展開、強靱な経営体質

の構築）となっており、組織的な課題としては本

所一基幹支所の機能分担、基幹支所の整理と営農

センター、生活総合センター設立であるが、合併

4年後の1997～1998年度に全農コンサルをやっ

てみたところ、組合と組合員との関わりがますま

す脆弱化していることが分かり、1999年10月から

｢本物のふれあい運動」を開始した。この｢本物の

ふれあい運動」で問題点とされている①地域の人

と人をつなぐ､結集軸が脆弱化、②組合員とJAを

つなぐ結集軸も脆弱化、③合餅JAの内部結集軸

も整備途上、④競争的事業への結集軸が弱い、と

いうのが合併6年後の実態である。

詳細は省くが、合併後の物流施設の整備が遅れ

ており、営農センター構想がようやくできて実施

に移る段階である。現状は組織的には本所一基幹

支所一支所一組合員と3段階となっているのを広

域の事業センター（営農センター、資材店舗、生

活ふれあいセンター、農機自燃事業、物流センタ

ー）から組合員に直接対応できる体制(JA内組

織1段）に持っていくというのが改革案である｡

県連が全農と統合したことによって、いくつか

の事業と職員を県連から移管をしたことがよかっ

た反面、販売手数料については変わっていない。

販売手数料が変わらないのは県本部が残り、そこ

には若手ではなく給与の高い職員だけが残ってい

るということも一つの要因だという○JA鳥取西

部としては若手の優秀な職員を迎えたことはよか

ったという。

合併農協の営農指導体制、営農センターづく

り、部会の統合、支所の統合は組織的な意味での

最大の課題であり、合併農協が単なる合体ではな

く、組織的に一体となるための基本的な要素であ

るが、実際には地域組織である農協にとってきわ

めて困難な事柄である。1962年に広域合併をした

福岡県のJA糸島が様々な試行錯誤と好余曲折を

経て営農総合センターに営農指導、物流拠点を一

元化したのは合併後36年を経過した1997年であ

る7)o

部会の統合が難しいのはそれぞれが設立の経

緯、取引先との関係など歴史を持った組織である

ということとともに、手数料、出荷経費の帰属の

仕方など精算方式が異なっていることも大きな要

因である。これは部会だけの問題ではなく、合併

後の農協で|日農協ごとの精算方式、手数料、コン

ピューターシステムが異なることが一貫したシス

テムを構築できない、時間がかかる大きな要因と

なっているのである。

要するに、合併後に合併に伴う組織整備、施設

整備に大きな労力、時間、資金がかかり、本来の

規模の経済を発揮できるところまで至っていない

というのが広域合併農協の当面の問題である。

2事実上・組織上の課題

(l)組織効率と受益効果の乖離拡大

以上のような広域合併の状況を見るとむしろ、

組織整備が進むと組織効率はやがてよくなるが、

組合員サービスは悪くなるという問題が当面は続

き、県連レベルの合併ではいっそうそれが強くな

る可能性がある。ましてや組合員の異質化、高齢

化に伴って生産販売事業のみならず、生活・福祉

事業まで行っていく場合には広域化と大規模化が

両刃の剣となろう。

営農支援を行うファームサービスと地域定住支

援を行うファミリーサービスを行っていくことが

今後のJAの大きな課題であると考えるが、その

ためには営農センターと支所の機能が十分に発揮

されることが必要である。

（2）事業総合性の乖離

販売事業、購買事業、金融事業の範囲の齪齢が

起こってくるのではないだろうか。購買事業など

は物流センターを拠点に広域化を図り、効率化を

目指すこと、さらに全農レベルでの県域を超えた

広域化を図ることが可能であるし、進むであろ

う。しかし販売事業は米や県域で広域化して産地

化する品目もあるが、むしろ単協、支所単位で産

地化し、販売を行うことが多い。県レベルでの調

整を行うにしてもそれ以上の単位、すなわち県を

超えて産地がはかられることはないといってよ

い。金融事業を行うときの規模（支店の範囲、資

金量、取扱金額量）と経済事業の規模・範囲が一

致しないことはこれまでもあった。広域化、県単

一化によってこのような齪齢はいっそう起きる可

能性がある。
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（3）運動体としてのJA

中央会機能が消滅しつつあると述べたが、その

ことはJAの運動体としての機能の消滅でもあ

る。協同組合セクターが市場経済の荒波の中で小

規模な生産者、消費者を守る防波堤となるには運

動体機能が必要であると考える。全農一単協の二

段階制の中でそれはどのように発揮されるのであ

ろうか。大きな課題である。

注
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FeaturesofPrimarySocietiesunderaTwo-tieredSystemofAgricultural

Cooperatives
-AStudyofWeSternJapan-

|WAMOTO,Izumi[FacultyofAgriculture,KagoshimaUniversity]

Tocopewiththefinancialcrisesofagriculturalcooperatives,themergerofsmallagricultural

cooperativeprimarysocietieshasbeenpromotedinJapan.Moreover,hugeamalgamationofprimary

societiestooneorganizationalunitattheprefecturallevelhasbeenincreasingsincel992.Thismeans

thatthetraditionalthree-tieredstructureofJapaneseagriculturalcooperativesisgoingtochangeinto

atwo-tieredstructure.
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Weinvestigatedthreespearheadcases;theJANara,theJAKagawaandtheJATottoriinthe

westernpartofJapan,toclarifythefeaturesandproblemsfacingtwo-tieredagriculturalcooperatives.

WethenchoseaprimarysocietyofanagriculturalcooperativeprimarysocietyinTottoriPrefecture

toexaminetheaffectofamalgamation.

Theresultsofourresearcharesummarizedasfollows:

Oneoftheimportantpointsishowthefunctionsofformerprefecturallevelcooperativeare

reorganizedinthenewamalgamatedagriculturalcooperative.InthecaseofNaraPrefecture,theJA

Narabecameahugeagriculturalcooperativeprimarysocietyabsorbingfullfunctionsofprefectural

cooperativescoveringthewholeofNaraprefecture.InthecaseofKagawaprefecture,ontheother

hand,theorganizationsandfunctionsoftheformerprefecturalfederationsofcooperativesremain

despitetheprefecturallevelamalgamationhasaccomplishedin2000;thisbecausetwoagricultural

cooperativeprimarysocietieshavenotjoinedtheprefecturalcooperativeyet.

WeobservedthefunctionsandagriculturalcooperativeinTottoriPrefectureafterthemergerof

smallcooperativehavenotbeenreorganizedandrearrangedsufficientlytomeetthedemandof

individualmemberfarmers・Thereasonisthatthelinkagebetweenformerprefecturalcooperatives

andtheprimarysocietiesweretoocomplicatedtoreallocate.Moretimewillberequiredtosolvethese

prOblems.


